
N.人権.労働

基本原則

0企業の清動によって影響を受ける人々の人権を耳重する.

0従業旦を尊重するo

1.消費者.顧客

主要項EI
I

lコ0

くD

,参考事蜘

製晶.サ-ピスに関す

るアクセシビリテイ

の向上

y 販売にあたり,消隻者に対して

差別的な取リ扱いを行わないo

y 福祉峯両rライフケアビ-クルくLVI Jを説明できるアドバイザ-を店舗に配置く自動車菓界1

y 社貞が買物のお手伝いをする r買物介助サ-ビスJくイト-ヨ-力堂,

y 商晶情報の提供にあたリ.陣宰

者や高齢者に配慮する.

y -視覚障害者を対象に,商晶情報l生括情報を音声で提供するDA工SY5版CDを無料提供く花王1

y ウェプサイト制作におtlてアクセシビリテイ向上に配慮o

消費者に不快感を与

えない宜伝.広告

y cMや広告媒体で差別的表現

に注意する.

宮 差別的表現に対する注意くCM,広告媒体での配慮I o

y 各部署に.rお客様宛文章作成マゴユアルJを設置.毎年,担当者向けの研修会を開催o顧客宛文章

を作戒の都度,専門部署が人権等に配慮がなされているかチェックすることを義務化 く日本生命1

2,取引先

主要項目, IJI.I山Iニ 芸AニLノ.参考事例こニこ二IIII t

人権く.労働環境l配

慮に関する要求事項

の明確化

y 駒達方針の中に人権配慮に蘭

する項目を明記する.

y 人権.労働に配慮する企業と優先的に取引することを調達方針として宣言し1国内外の取引先に人

権.労働-の配慮を要請く東芝ン

5 DAI SY対応の音声読書機で聴くことができる くソフトウェアrLp Player El本語版1.OJを使用するとlパソコンで再生することも可能1.
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